
　
﹁
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
﹂
は
70
歳
以
上
で
国
保
に
加
入
し

て
い
る
方
、﹁
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
﹂
は
75
歳
以
上
の
方
︵
一
定

の
障
が
い
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
65

歳
以
上
の
方
を
含
む
︶
を
対
象
に
７

月
下
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

　
更
新
に
合
わ
せ
て
、
平
成
28
年
度

の
市
・
都
民
税
の
課
税
所
得
に
応
じ

て
、
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
負
担

割
合
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

▽
負
担
割
合
﹁
３
割
﹂の
方
　
市
・
都

　
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円

　
以
上
の
方
や
同
一
世
帯
で
同
じ
健

　
康
保
険
に
加
入
し
、負
担
割
合﹁
３

　
割
﹂
の
70
歳
以
上
の
方
が
い
る
方

※
同
一
世
帯
の
70
歳
以
上
の
方
の
人

　
数
と
収
入
の
合
計
額
が
次
の
場
合

　
は
、
申
請
に
よ
り
、
負
担
割
合
が

　
国
保
の
方
は
﹁
２
割
﹂
か
﹁
１

　
割
﹂
、
後
期
高
齢
の
方
は
﹁
１

　
割
﹂
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
７
月
は
﹁
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
﹂
の
強
調
月
間
で
す
。
こ
の
運
動

は
、
全
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行

の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更

生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪
や

非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う

と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。

　
市
で
は
、
保
護
司
で
構
成
す
る
推

進
委
員
会
を
組
織
し
、
の
ぼ
り
旗
の

掲
出
、
駅
頭
で
の
広
報
活
動
な
ど
を

行
い
ま
す
。

▽
駅
頭
広
報
活
動

　●

日
時
…
７
月
４
日
㈪
　
午
前
７
時

　
〜
８
時

　
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け

る
際
に
窓
口
負
担
が
減
額
さ
れ
る

﹁
限
度
額
適
用
認
定
証
﹂
な
ど
の
各

種
認
定
証
の
交
付
に
は
、
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。

▽
国
保
に
加
入
の
方
で
、
各
種
認
定

　
証
を
お
持
ち
の
方
　
対
象
の
方
に

　
は
、
申
請
書
を
７
月
中
旬
ま
で
に

　
送
付
し
ま
す
。

▽
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
の
方
で
、

　
﹁
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用

　
・
標
準
負
担
額
認
定
証
﹂
を
お
持

　
ち
の
方
　
対
象
の
方
に
は
、
７
月

　
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※
保
険
税
が
未
納
の
世
帯
の
方
は
申

　
請
で
き
ま
せ
ん
。

※
70
歳
以
上
の
方
は
、
市
・
都
民
税

　
非
課
税
世
帯
の
み
対
象
で
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
申
請

　
書
、
保
険
証
、
は
ん
こ
、
マ
イ
ナ

　
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
か
マ
イ
ナ

　
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
認
定
証
︵
国
保

　●

内
容
…
東
秋
留
駅
、
秋
川
駅
、
武

　
蔵
増
戸
駅
、
武
蔵
五
日
市
駅
で
広

　
報
用
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
シ
ュ
を
配
布

　
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
生
活
福
祉
課
庶
務
計
画

　
係
︵
直
通
５
５
８
・
１
９
２
７
︶

　
に
加
入
の
方
で
現
在
認
定
証
を
お

　
持
ち
の
方
︶

▽
申
請
場
所
　
保
険
年
金
課
、
五
日

　
市
出
張
所
︵
た
だ
し
、
五
日
市
出

　
張
所
は
後
日
郵
送
で
の
交
付
と
な

　
り
ま
す
︶

▽
問
合
せ

　●

国
民
健
康
保
険
…
保
険
年
金
課
国

　
保
係

　●

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
…
保
険
年

　
金
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

　
あ
き
る
野
市
土
地
開
発
公
社
︵
以

下
﹁
公
社
﹂
︶
は
、
市
議
会
の
議
決

お
よ
び
東
京
都
知
事
の
認
可
を
経

て
、
平
成
28
年
１
月
に
解
散
し
、
５

月
末
を
も
っ
て
所
定
の
清
算
手
続
き

が
す
べ
て
終
了
し
ま
し
た
の
で
、
こ

れ
ま
で
の
経
過
な
ど
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▽
公
社
の
設
立
経
緯
と
果
た
し
て
き

　
た
役
割
　
公
社
は
、
高
度
経
済
成

　
長
を
背
景
と
し
て
地
価
が
高
騰
す

　
る
中
、
公
共
事
業
用
地
を
計
画
的

　
に
確
保
す
る
た
め
、
﹁
公
有
地
の

　
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
﹂
に

　
基
づ
き
、
市
の
出
資
に
よ
り
昭
和

　
48
年
７
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
市
に
代
わ
っ
て
公
共

　
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
、
申
請
す

る
こ
と
で
﹁
免
除
﹂
﹁
猶
予
﹂
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽
保
険
料
免
除
制
度
　
本
人
、
世
帯

　
主
、
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定

　
額
以
下
の
場
合
は
、
申
請
・
承
認

　
さ
れ
る
と
保
険
料
が
表
の
と
お
り

　
免
除
さ
れ
ま
す
。

▽
保
険
料
納
付
猶
予
制
度
　
平
成
28

　
年
度
か
ら
は
50
歳
未
満
の
方
で
、

　
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
全

　
額
免
除
の
基
準
以
下
の
場
合
は
、

　
申
請
・
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

　
納
付
を
先
送
り
す
る
こ
と
が
で
き

　
ま
す
。

※
承
認
は
、
日
本
年
金
機
構
が
前
年

　
所
得
を
基
に
行
い
ま
す
。

※
免
除
や
先
送
り
し
た
期
間
の
保
険

　
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
申

　
し
出
に
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

　
る
こ
と
︵
追
納
︶
が
で
き
ま
す
。

※
退
職
︵
失
業
︶
さ
れ
た
方
は
﹁
特

　
例
免
除
制
度
﹂
が
利
用
で
き
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
は
ん
こ

※
退
職
︵
失
業
︶
に
よ
る
申
請
の
方

　
は
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
か

　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
公
務

　
員
の
方
は
退
職
辞
令
︵
い
ず
れ
も

　
コ
ピ
ー
可
︶

▽
申
請
・
問
合
せ

　●

青
梅
年
金
事
務
所
︵
☎
０
４
２
８

　
・
30
・
３
４
１
０
︶

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

　
︵
申
請
の
み
︶

　
事
業
用
地
の
先
行
取
得
を
行
い
、

　
事
業
費
の
抑
制
な
ど
、
市
の
計
画

　
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
大
き
な
役
割

　
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

▽
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
と
公
社
の

　
経
営
　
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
伴

　
い
、
地
価
の
下
落
等
に
よ
る
景
気

　
の
低
迷
や
税
収
の
落
ち
込
み
な

　
ど
、
社
会
経
済
状
況
が
大
き
く
変

　
動
す
る
中
で
、
公
共
事
業
の
見
直

　
し
等
に
よ
り
、
先
行
取
得
用
地
の

　
保
有
期
間
が
長
期
化
し
、
金
融
機

　
関
か
ら
の
借
入
金
に
対
す
る
金
利

　
負
担
の
増
加
が
公
社
の
経
営
を
圧

　
迫
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▽
経
営
健
全
化
の
取
組
　
公
社
の
経

　
営
健
全
化
を
図
る
た
め
、
３
次
に

　
わ
た
る
﹁
経
営
健
全
化
計
画
﹂
を

　
策
定
し
、
簿
価
の
縮
減
を
計
画
的

　
に
進
め
る
一
方
、
一
定
の
役
割
を

　
終
え
た
公
社
の
解
散
に
向
け
て
、

　
国
が
創
設
し
た
﹁
第
三
セ
ク
タ
ー

　
等
改
革
推
進
債
︵
＊
１
︶
﹂
︵
以

　
下
﹁
三
セ
ク
債
﹂
︶
を
活
用
す
る

　
こ
と
と
し
ま
し
た
。

▽
公
社
の
解
散
と
清
算
手
続
き
　
公

　
社
の
解
散
に
当
た
り
、
三
セ
ク
債

　
の
活
用
の
ほ
か
、
国
の
指
導
に
従

　
い
、
解
散
に
必
要
な
一
連
の
手
続

　
き
︵
別
表
︶
を
進
め
た
結
果
、
平

　
成
28
年
１
月
に
東
京
都
知
事
に
よ

　
る
解
散
認
可
を
受
け
ま
し
た
。
そ

　
の
後
、
清
算
手
続
き
を
行
い
、
５

　
月
末
に
残
余
財
産
の
処
分
︵
市
へ

　
の
帰
属
︶
を
も
っ
て
、
公
社
の
解

　
散
に
係
る
全
て
の
手
続
き
が
終
了

　
し
ま
し
た
。

▽
今
後
の
取
組
　
市
で
は
、
公
社
か

　
ら
引
き
継
い
だ
土
地
を
可
能
な
限

　
り
早
期
に
売
却
し
、
そ
の
収
入
を

　
三
セ
ク
債
の
償
還
に
充
て
る
こ
と

　
で
、
財
政
負
担
の
軽
減
を
図
り
ま

　
す
。

▽
問
合
せ
　
管
理
課
管
理
係

　
20
歳
前
の
け
が
や
病
気
が
原
因
で

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方

に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
﹁
国
民

年
金
受
給
権
者
所
得
状
況
届
﹂
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
障
が
い
の
程

度
を
確
認
す
る
必
要
の
あ
る
方
に
は

﹁
障
害
状
態
確
認
届
︵
診
断
書
︶
﹂

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
医
師
の
診

断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
28
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入

　
し
た
方
は
、
１
月
１
日
現
在
に
住

　
民
登
録
の
あ
っ
た
市
区
町
村
で
平

　
成
28
年
度
分
の
所
得
証
明
書
を
取

　
得
し
、
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
28
年
度
か
ら
同
意
書
の
提
出

　
は
不
要
で
す
。

▽
提
出
方
法
な
ど
　
７
月
31
日
㈰

　
︵
必
着
︶
ま
で
に
届
出
書
に
必
要

　
事
項
を
記
入
し
、
返
信
用
封
筒
で

　
郵
送
す
る
か
直
接
窓
口
︵
平
日
の

　
み
︶
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
所
得
状
況
届
や
障
害
状
態
確
認
届

　
な
ど
の
提
出
が
遅
れ
る
と
年
金
が

　
一
時
止
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
提
出
先
　
保
険
年
金
課
年
金
係
、

　
五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

▽
問
合
せ

　●

青
梅
年
金
事
務
所
︵
☎
０
４
２
８

　
・
30
・
３
４
１
０
︶

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　
市
で
は
、
４
月
18
日
か
ら
６
月
20

日
ま
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
平
成
28

年
熊
本
地
震
災
害
義
援
金
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
、
そ
の
結
果
、
総
額
６

７
１
万
５
７
８
１
円
の
義
援
金
を
お

寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
お
預
か
り
し
た
義
援
金
は
、
日
本

赤
十
字
社
を
通
し
て
、
熊
本
県
の
復

興
支
援
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

▽
問
合
せ
　
総
務
課
庶
務
係
︵
直
通

　
５
５
８
・
１
３
２
９
︶

あきる野市役所　☎（042）558－1111（代） 平成28年（2016年）７月１日　（２）
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たでも利用できます。詳しくは図書館にお問い合わせください。

国
民
健
康
保
険

　
　
　
高
齢
受
給
者
証
と

後
期
高
齢
者

　
医
療
被
保
険
者
証
の

　
　
　
　
　
　
一
斉
更
新

土
地
開
発
公
社
の

　
解
散
と
清
算
手
続
き

　
　
　
　
　
　
　
の
終
了

第
66
回
「
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
」
〜
犯
罪
や
非
行

を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を

支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
〜

国
民
年
金
保
険
料
の

　
免
除
・
納
付
猶
予
制
度

国
民
年
金
受
給
権
者

所
得
状
況
届
の
提
出
を

　
　
　
　
　
お
忘
れ
な
く

平
成
28
年
熊
本
地
震

災
害
義
援
金
へ
の
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

入
院
時
な
ど
の

　
　
　
　
各
種
認
定
証
の
交
付

４人世帯
（夫婦、子ども２人）

２人世帯（夫婦のみ）

単身世帯

全額免除
免除区分

世帯構成
1/4納付

（3/4免除）
半額納付

（半額免除）
3/4納付

（1/4免除）

162万円以下

92万円以下

57万円以下

192万円以下

116万円以下

78万円以下

232万円以下

156万円以下

118万円以下

272万円以下

196万円以下

158万円以下

一部納付

表　免除対象となる所得の目安（平成28年度）

別表　解散に必要な一連の手続き

・先行取得契約の解除…公社保有土地の買戻履行義務の消

　滅

・代位弁済（＊２）…公社に代わり市が金融機関からの借

　入金残額（17億９千万円）を返済

・代物弁済（＊３）…公社保有土地（評価額約８億４千万

　円）による市への代物弁済

・債権放棄…公社に対する債権約９億５千万円（代位弁済

　と代物弁済の差額）の放棄

・解散の認可…平成２８年１月東京都知事認可

・清算手続き…解散の公告、残余財産の整理など

　詳細については、今後、市ホームページなどでお知らせし

ます。

＊１　土地開発公社など第三セクター等の存廃を含めた抜本

　　的改革を推進するために創設された地方債

＊２　市が公社に代わって、公社の借入金を返済すること

＊３　市が代位弁済したことに対し、公社が保有土地をもっ

　　て市に返済すること

　●

１
人
の
場
合
…
３
８
３
万
円
未
満

　●

２
人
以
上
の
場
合
…
５
２
０
万
円

　
未
満

駅前広報活動駅前広報活動


